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前立腺癌治療の放射線照射器具を永久的に挿入された患者の 
解剖許可申請についての取り扱いについて 

 
近年の治療法の進歩により、前立腺癌において放射線照射器具（以下前立腺がん密封小線源）

による治療を受ける患者が増加しています。この治療は、平成１５年３月１３日付「医薬安第１

３００１号 厚生労働省医薬局安全対策課長通知「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された

患者の退出について」、平成１６年１月３０日付 医政発０１３０００６号 厚生労働省医政局

長通知「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、治療が実施されてきた

ところです。 
平成１９年４月３０日現在７０病院で前立腺密封小線源治療が５７００例実施されており、そ

のうち治療後一定期間内（１年以内）の死亡例が１６例あり、小線源を摘出（剖検）せず火葬し

た事例が発生し、厚労省担当者より泌尿器科医に対して患者やその家族への指導徹底と、放射性

物質に関しての国民感情に配慮するよう指導がありました。医薬局安全対策課長通知では、「治

療後早期に患者がなくなることは稀であるが、治療後一定期間内に患者が死亡した場合、担当医

と連絡を密にとり、火葬に付す前に剖検にて線源を取り出す必要があること」とあります。 
この様な死亡例の剖検は緊急を要することが多いため、死体解剖保存法第二条１項に定める解

剖資格を得ることが出来ないことが多く、同法施行規則第１条に基づき、保健所に解剖の許可を

申請してくることがあります。その場合は、同法第二条「あらかじめ、解剖をしようとする地の

保健所長の許可を受けなければならない」「第二条２項 保健所長は、公衆衛生の向上・・・・

特に必要があると認められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない」に 

基づき、各保健所長におかれましては、前立腺癌患者へ福音と放射性物質の拡散防止に寄与する

ことを目的に、解剖の妥当性や解剖する医師（泌尿器科医等）の適格性等を判断した上で、迅速

に解剖の許可をするようお願いいたします。 

 

参考 

１．死体解剖保存法、同法施行規則第一条 

２．平成１５年３月１３日付け 医薬安第１３００１号 厚生労働省医薬局安全対策課長通知 
３．平成１６年１月３０日付け 医政発０１３０００６号 厚生労働省医政局長通知 
４．シード線源による前立腺永久挿入密封小線源の安全管理に関するガイドライン 日本放射

線腫瘍学会、日本泌尿器科学会、日本医学放射線学会 
５．前立腺癌密封小線源治療実施施設 
６．シード施術後１年以内の死亡症例２００７年１月１５日 
 

 担当 全国保健所長会副会長 

（新宿区保健所長）村主千明  


